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(54)【発明の名称】 超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  超音波診断機能と骨評価機能を合わせ持つ装
置を実現する。また骨評価精度を高める。
【解決手段】  プローブ１２はアレイ振動子２２を含
み、そのアレイ振動子２２により形成される超音波ビー
ム３０を電子走査することによって、断層像が形成され
る。その一方、アレイ振動子２２の一方端部分２２Ｆと
他方端部分２２Ｒとを利用して超音波の送受波３２が行
われ、これによって皮質骨２０における超音波の音速が
計測される。骨評価用に専用の送波素子及び受波素子を
設けることもできる。また３Ｄプローブを利用して骨評
価を行うこともできる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  骨を含む生体組織に当接され、超音波の
送受波を行う超音波探触子と、
前記超音波探触子における超音波の送受波を制御する手
段であって、画像形成用の第１送受波及び骨評価用の第
２送受波を選択的に又は同時に実行させる送受波制御手
段と、
前記第１送受波制御により取得された第１受信信号に基
づいて、前記生体組織を表す超音波画像を形成する画像
形成手段と、
前記第２送受波制御により取得された第２受信信号に基
づいて、骨評価値を演算する骨評価手段と、
を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】  請求項１記載の装置において、
前記超音波探触子は生体組織に当接される送受波面を有
し、
前記第２送受波では、前記送受波面の第１部分から前記
生体組織の骨に向けて超音波が送波され、かつ、前記送
受波面における前記第１部分から離間した第２部分で前
記骨を伝搬した超音波が受波されることを特徴とする超
音波診断装置。
【請求項３】  請求項２記載の装置において、
前記第１部分は前記送受波面の一方端部であり、前記第
２部分は前記送受波面の他方端部であることを特徴とす
る超音波診断装置。
【請求項４】  請求項２記載の装置において、
前記第２送受波では、前記送受波面の第１部分から前記
第２部分側に傾斜した送波用の超音波ビームが形成さ
れ、かつ、前記送受波面の第２部分から前記第１部分側
に傾斜した受波用の超音波ビームが形成されることを特
徴とする超音波診断装置。
【請求項５】  請求項１記載の装置において、
前記第１送受波では、超音波ビームが走査されて二次元
又は三次元のエコーデータ取込空間が形成され、
前記画像形成手段は、前記二次元又は三次元のエコーデ
ータ取込空間内にある生体組織を表す前記超音波画像を
形成し、
前記超音波画像により前記第２送受波の位置を確認する
ことが可能であることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】  請求項１記載の装置において、
前記骨評価手段は、
前記第２送受波における超音波の送波から受波までの送
受波期間を計測する手段と、
前記送受波期間に基づいて、前記骨評価値として、骨の
皮質骨中における超音波の音速又はそれに基づく値を演
算する手段と、
を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】  請求項１記載の装置において、
前記第１送受波及び前記第２送受波が所定パターンに従
って時分割で実行されることを特徴とする超音波診断装
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置。
【請求項８】  請求項１記載の装置において、
前記第１送受波及び前記第２送受波が同時に実行され、
前記第１送受波による第１受信信号及び前記第２送受波
による第２受信信号を弁別する手段が設けられたことを
特徴とする超音波診断装置。
【請求項９】  請求項１記載の装置において、
前記超音波探触子は、前記第２送受波の開始を指示する
スイッチを含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１０】  骨を含む生体組織に当接され、複数の
振動素子からなるアレイ振動子を含み、超音波の送受波
を行う超音波探触子と、
前記超音波探触子における超音波の送受波を制御する手
段であって、画像形成用の第１送受波及び骨評価用の第
２送受波を選択的に又は同時に実行させる送受波制御手
段と、
前記第１送受波により取得された第１受信信号に基づい
て、前記生体組織を表す超音波画像を形成する画像形成
手段と、
前記第２送受波制御により取得された第２受信信号に基
づいて、骨評価値を演算する骨評価手段と、
を含み、
前記第１送受波では前記アレイ振動子上で超音波ビーム
が電子走査され、
前記第２送受波では前記アレイ振動子上に相互に離間し
た骨評価用の送信部分及び受信部分が設定され、それら
の間で骨を経由させて超音波の送受波が行われることを
特徴とする超音波診断装置。
【請求項１１】  請求項１０記載の装置において、
前記骨評価用の送信部分は前記アレイ振動子の一方端部
に設定された送波用振動素子グループで構成され、
前記骨評価用の受信部分は前記アレイ振動子の他方端部
に設定された受波用振動素子グループで構成されたこと
を特徴とする超音波診断装置。
【請求項１２】  請求項１１記載の装置において、
前記送波用振動素子グループを用いて前記他方端部側に
傾斜した送波用の超音波ビームが形成され、
前記受波相振動素子グループを用いて前記一方端部側に
傾斜した受波用の超音波ビームが形成されることを特徴
とする超音波診断装置。
【請求項１３】  骨を含む生体組織に当接され、超音波
画像形成用の複数の振動素子からなるアレイ振動子と、
骨評価用の送波素子及び受波素子とを含み、超音波の送
受波を行う超音波探触子と、
前記超音波探触子における超音波の送受波を制御する手
段であって、超音波画像形成時には前記アレイ振動子に
超音波の送受波を行わせ、骨評価時には前記送波素子及
び受波素子間で超音波の送受波を行わせる送受波制御手
段と、
前記アレイ振動子から出力された第１受信信号に基づい
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て、前記生体組織を表す超音波画像を形成する画像形成
手段と、
前記受波素子から出力された第２受信信号に基づいて、
骨評価値を演算する骨評価手段と、
を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１４】  請求項１３記載の装置において、
前記送波素子及び前記受波素子は、互いに斜めに対向す
る向きで設けられたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１５】  請求項１４記載の装置において、
前記送波素子及び前記受波素子は前記アレイ振動子を挟
んでその両側に設けられたことを特徴とする超音波診断
装置。
【請求項１６】  請求項１４記載の装置において、
前記アレイ振動子には少なくとも１つの欠落部が形成さ
れ、
前記欠落部には前記送波素子及び前記受波素子の少なく
とも一方が配置されたことを特徴とする超音波診断装
置。
【請求項１７】  生体組織内の骨の縦断面に相当する第
１断層画像を形成するための第１送受波を実行する縦型
アレイ振動子と、前記骨の横断面に相当する第２断層画
像を形成するための第２送受波を実行する横型アレイ振
動子と、を含む超音波探触子と、
前記第１送受波より取得された第１受信信号に基づい
て、前記骨の縦断面に相当する第１断層画像を形成する
第１画像形成手段と、
前記第２送受波により取得された第２受信信号に基づい
て、前記骨の横断面に相当する第２断層画像を形成する
第２画像形成手段と、
前記第１断層画像及び前記第２断層画像を表示する表示
手段と、
を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１８】  請求項１７記載の装置において、
前記縦型アレイ振動子を利用して骨中の超音波の音速を
計測するための第３送受波が実行され、
前記第３送受波により取得された第３受信信号に基づい
て、骨評価値を演算する骨評価手段が設けられたことを
特徴とする超音波診断装置。
【請求項１９】  骨を含む生体組織に当接され、超音波
の送受波を行う超音波探触子と、
前記超音波探触子における超音波の送受波を制御する手
段であって、画像形成用の第１送受波及び骨評価用の第
２送受波を選択的に又は同時に実行させる送受波制御手
段と、
前記第１送受波により取得された第１受信信号に基づい
て、前記生体組織を表す超音波画像を形成する画像形成
手段と、
前記第２送受波により取得された第２受信信号に基づい
て、骨評価値を演算する骨評価手段と、
前記超音波画像及び前記骨評価値を表示する表示器と、
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を含み、
前記超音波画像上に骨評価のための基準位置を表すマー
カーを合成表示する手段が設けられたことを特徴とする
超音波診断装置。
【請求項２０】  骨を含む生体組織に当接され、超音波
の送受波を行う超音波探触子と、
前記超音波探触子における超音波の送受波を制御する手
段であって、画像形成用の第１送受波及び骨評価用の第
２送受波を選択的に又は同時に実行させる送受波制御手
段と、
前記第１送受波により取得された第１受信信号に基づい
て、前記生体組織を表す超音波画像を形成する画像形成
手段と、
前記第２送受波により取得された第２受信信号に基づい
て、骨評価値を演算する骨評価手段と、
前記超音波画像及び前記骨評価値を表示する表示器と、
を含み、
前記超音波画像上で骨の計測範囲を設定する手段が設け
られ、
前記設定された骨の計測範囲に従って前記第２送受波が
制御されることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２１】  骨を含む生体組織に当接され、超音波
の送受波を行う超音波探触子と、
前記超音波探触子における超音波の送受波を制御する手
段であって、画像形成用の第１送受波及び骨評価用の第
２送受波を選択的に又は同時に実行させる送受波制御手
段と、
前記第１送受波により取得された第１受信信号に基づい
て、前記生体組織を表す超音波画像を形成する画像形成
手段と、
前記第２送受波により取得された第２受信信号に基づい
て、骨評価値を演算する骨評価手段と、
前記超音波画像及び前記骨評価値を表示する表示器と、
を含み、
前記超音波画像上で骨の計測範囲を設定する手段が設け
られ、
前記設定された骨の計測範囲に従って前記骨評価値の演
算が遂行されることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２２】  骨を含む生体組織に当接され、三次元
領域に対する超音波の送受波を行う超音波探触子と、
前記超音波探触子における超音波の送受波を制御する手
段であって、画像形成用の第１送受波及び骨評価用の第
２送受波を選択的に又は同時に実行させる送受波制御手
段と、
前記第１送受波により取得された第１受信信号に基づい
て、前記三次元領域内の生体組織を表す超音波画像を形
成する画像形成手段と、
前記第２送受波により取得された第２受信信号に基づい
て、骨評価値を演算する骨評価手段と、
前記超音波画像上で骨の二次元計測範囲を設定するため
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の手段と、
を含み、
前記設定された二次元計測範囲に従って前記第２送受波
が制御されることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２３】  骨を含む生体組織に当接され、三次元
領域に対する超音波の送受波を行う超音波探触子と、
前記超音波探触子における超音波の送受波を制御する手
段であって、画像形成用の第１送受波及び骨評価用の第
２送受波を選択的に又は同時に実行させる送受波制御手
段と、
前記第１送受波により取得された第１受信信号に基づい
て、前記三次元領域内の生体組織を表す超音波画像を形
成する画像形成手段と、
前記第２送受波により取得された第２受信信号に基づい
て、骨評価値を演算する骨評価手段と、
前記超音波画像上で骨の二次元計測範囲を設定するため
の手段と、
を含み、
前記設定された二次元計測範囲に従って前記骨評価値の
演算が遂行されることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２４】  請求項２２又は２３記載の装置におい
て、
前記超音波探触子を生体組織に固定するための固定機構
を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２５】  請求項２２又は２３記載の装置におい
て、
前記骨評価手段は前記二次元計測範囲内の各計測ライン
ごとに骨評価値を演算し、
前記各計測ラインごとの骨評価値をグラフ表示する手段
が設けられたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２６】  骨を含む生体組織に当接され、超音波
の送受波を行う超音波探触子と、
前記超音波探触子における超音波の送受波を制御する手
段であって、画像形成用の第１送受波及び骨評価用の第
２送受波を選択的に又は同時に実行させる送受波制御手
段と、
前記第１送受波により取得された第１受信信号に基づい
て、前記生体組織を表す超音波画像を形成する画像形成
手段と、
前記第２送受波により取得された第２受信信号に基づい
て、骨評価値を演算する骨評価手段と、
前記超音波画像に含まれる骨領域を抽出する手段と、
前記骨領域に基づいて骨評価値の計測範囲を設定する手
段と、
を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は超音波診断装置に関
し、特に、超音波画像を表示する超音波診断装置と超音
波を利用した骨評価装置の両者の機能を併せ持つ複合装
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置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来の超音波診断装置は、人体などの生
体組織（被検体）への超音波の送受波により超音波画像
を形成する装置である。超音波画像としては、Ｂモード
画像（二次元断層画像）、Ｍモード画像（ビーム上の組
織の動きを表した画像）、二次元ドプラ画像（二次元血
流画像）などの各種の画像をあげることができる。近年
では、三次元超音波画像や三次元領域の積算画像を形成
する超音波診断装置も実用化されている（例えば特開平
１０－３３５３８号公報参照）。なお、超音波は音響イ
ンピーダンスの異なる境界面で反射する性質を有する。
例えばＢモード画像上では骨などの硬組織の表面で大き
く反射し、その結果、骨の内部及び後方については超音
波があまり到達せず画像上ではいわゆる黒抜けとなる。
【０００３】一方、超音波を用いた骨評価装置は、例え
ば、足の踵の両側に一対の送波素子及び受波素子を設
け、踵を透過した超音波に基づいて、音速、減衰率、周
波数特性の変化などを演算することによって、踵骨につ
いての健全性を指標する評価値を演算する装置である。
また、骨評価装置の中には、送波素子及び受波素子を内
蔵した超音波探触子を利用して皮質骨の音速などを評価
値として計測する装置もある。
【０００４】具体的に説明すると、超音波探触子が生体
表面に当接された状態において送波素子から超音波が骨
に送波されると、骨の皮質骨上を超音波が伝搬する。そ
の後、皮質骨から放射された超音波が受波素子で受波さ
れる。その送受波時間や送受波距離などにより皮質骨内
における超音波の音速等が演算される。
【０００５】ちなみに、骨評価装置の中には、超音波ビ
ームやＸ線を二次元スキャンして位置決め用の画像を取
得し、その画像上で測定点を決定する装置がある。しか
し、それには生体内の断層画像やドプラ画像などを形成
する機能はまったく具備されておらず、よって、それも
骨評価専用の装置である。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】以上のように、従来に
おいては、骨以外の軟組織の構造を診断するために超音
波診断装置が利用され、その一方、骨の健全性を評価す
るための専用の骨評価装置が利用されており、それぞれ
の装置は独立した専用装置として構成されている。
【０００７】よって、各医療機関においては、それぞれ
の装置を個別的に用意する必要があり、費用負担や物量
が増大するという問題があった。また、特に骨の評価に
当たっては送受波点の位置決めが極めて重要となるが、
従来の一般的な骨評価装置では盲目的に位置決めを行っ
ており、測定精度及び再現性の面で問題があった。
【０００８】本発明は、上記従来の課題に鑑みなされた
ものであり、その目的は、超音波診断及び骨評価を行え
る複合装置を提供することにある。



(5) 特開２００２－３４９８６

10

20

30

40

50

7
【０００９】本発明の他の目的は、超音波診断と骨評価
とを組み合わせ、特に骨評価精度を向上させることにあ
る。
【００１０】
【課題を解決するための手段】（１）上記目的を達成す
るために、本発明は、骨を含む生体組織に当接され、超
音波の送受波を行う超音波探触子と、前記超音波探触子
における超音波の送受波を制御する手段であって、画像
形成用の第１送受波及び骨評価用の第２送受波を選択的
に又は同時に実行させる送受波制御手段と、前記第１送
受波制御により取得された第１受信信号に基づいて、前
記生体組織を表す超音波画像を形成する画像形成手段
と、前記第２送受波制御により取得された第２受信信号
に基づいて、骨評価値を演算する骨評価手段と、を含む
ことを特徴とする。
【００１１】上記構成によれば、超音波探触子において
第１送受波が行われ、これにより超音波画像が形成さ
れ、また、超音波探触子において第２送受波が行われ、
これにより骨評価値が演算される。よって、軟組織の超
音波診断と骨評価とを単一の装置を利用して実現できる
ので、コスト面で有利である。また、超音波画像上にお
いて骨評価の部位を確認してから骨評価を行うこともで
き、その場合には骨の計測精度や再現性を向上できる。
上記の超音波画像は、Ｂモード画像、Ｍモード画像、投
影画像、立体的な三次元画像などである。また、上記の
骨評価値は、骨中の超音波の音速、減衰、周波数特性な
どであってもよい。骨は一般に皮質骨とその内部の海綿
骨とで構成されるが、例えば、皮質骨の音速を計測し、
それを骨評価値とするようにしてもよい。皮質骨の音速
は、海綿骨のそれよりも非常に大きく、計測期間を適宜
設定することにより、海綿骨の影響を排除できる。
【００１２】同じ超音波振動子（望ましくはアレイ振動
子）を利用して第１送受波と第２送受波の両方を行わせ
るようにすれば、既存の超音波探触子をそのまま利用で
きる利点がある。一方、第１送受波と第２送受波とで別
々の専用超音波振動子を利用するようにすれば、一般に
計測精度を向上できる。特に、第１送受波と第２送受波
とで、異なる周波数やパワーを設定するような場合に後
者を採用するのが望ましい。骨を含む生体組織は一般に
人体であるが、人体以外の動物（例えば、馬）であって
もよい。
【００１３】望ましくは、前記超音波探触子は生体組織
に当接される送受波面を有し、前記第２送受波では、前
記送受波面の第１部分から前記生体組織の骨に向けて超
音波が送波され、かつ、前記送受波面における前記第１
部分から離間した第２部分で前記骨を伝搬した超音波が
受波される。
【００１４】上記構成によれば、第１部分と第２部分と
によって骨評価のために超音波の送受波がなされ、例え
ば、それらの離間距離及び送受波期間が直接的又は間接
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的に音速演算のためのパラメータとして利用される。
【００１５】望ましくは、前記第１部分は前記送受波面
の一方端部であり、前記第２部分は前記送受波面の他方
端部である。この構成によれば、超音波が骨を伝搬する
距離を延ばすことができるので、計測精度を高められ
る。
【００１６】望ましくは、前記第２送受波では、前記送
受波面の第１部分から前記第２部分側に傾斜した送波用
の超音波ビームが形成され、かつ、前記送受波面の第２
部分から前記第１部分側に傾斜した受波用の超音波ビー
ムが形成される。
【００１７】上記構成によれば、超音波ビームを形成し
て音響パワーを集束させて計測精度を向上できる。特
に、各超音波ビームが傾いて設定されるため、骨への超
音波の入射を効率的に行うことができ、また、骨から放
射される超音波の検出精度を高められる。超音波ビーム
の形成は、通常の超音波診断装置に搭載されている機能
としての電子フォーカス技術や開口合成技術をそのまま
利用可能である。もちろん、専用の超音波振動子を傾け
て配置したり、音響レンズを利用したりして、特定方向
への音響パワーの集束を図ることもできる。
【００１８】望ましくは、前記第１送受波では、超音波
ビームが走査されて二次元又は三次元のエコーデータ取
込空間が形成され、前記画像形成手段は、前記二次元又
は三次元のエコーデータ取込空間内にある生体組織を表
す前記超音波画像を形成し、前記超音波画像により前記
第２送受波の位置を確認することが可能である。
【００１９】二次元エコーデータ取込空間は、超音波ビ
ームを電子走査することにより形成され、あるいは振動
子を機械走査することにより形成される。三次元エコー
データ取込空間は、電子走査されるアレイ振動子ユニッ
トを機械走査することや２Ｄアレイ振動子を利用するこ
とにより形成可能である。
【００２０】望ましくは、前記骨評価手段は、前記第２
送受波における超音波の送波から受波までの送受波期間
を計測する手段と、前記送受波期間に基づいて、前記骨
評価値として、骨の皮質骨中における超音波の音速又は
それに基づく値を演算する手段と、を含む。
【００２１】上記構成によれば、超音波パルスの送波タ
イミングからの受波タイミングまでの時間と、送受波間
距離あるいは骨中の伝搬距離と、に基づいて音速が演算
される。超音波パルスの受波タイミングを包含するゲー
ト期間を設定すれば、不要な超音波の漏れ込みを排除す
ることができる。
【００２２】望ましくは、前記第１送受波及び前記第２
送受波が所定パターンに従って時分割で実行される。こ
の構成によれば、例えば、第１送受波と第２送受波とを
交互に行って、超音波画像を形成しながら骨評価も行え
る。
【００２３】望ましくは、前記第１送受波及び前記第２
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送受波が同時に実行され、前記第１送受波による第１受
信信号及び前記第２送受波による第２受信信号を弁別す
る手段が設けられる。第１受信信号と第２受信信号とを
弁別するためには、送受信に２周波数を利用するのが望
ましい。その場合、バンドパスフィルタなどを利用して
各受信信号が弁別される。
【００２４】望ましくは、前記超音波探触子は、前記第
２送受波の開始を指示するスイッチを含む。この構成に
よれば、例えば、超音波画像を観察して骨評価部位を確
認した後、直ちに骨評価を行える。また、操作性を向上
できる。
【００２５】（２）また、上記目的を達成するために、
本発明は、骨を含む生体組織に当接され、複数の振動素
子からなるアレイ振動子を含み、超音波の送受波を行う
超音波探触子と、前記超音波探触子における超音波の送
受波を制御する手段であって、画像形成用の第１送受波
及び骨評価用の第２送受波を選択的に又は同時に実行さ
せる送受波制御手段と、前記第１送受波により取得され
た第１受信信号に基づいて、前記生体組織を表す超音波
画像を形成する画像形成手段と、前記第２送受波制御に
より取得された第２受信信号に基づいて、骨評価値を演
算する骨評価手段と、を含み、前記第１送受波では前記
アレイ振動子上で超音波ビームが電子走査され、前記第
２送受波では前記アレイ振動子上に相互に離間した骨評
価用の送信部分及び受信部分が設定され、それらの間で
骨を経由させて超音波の送受波が行われることを特徴と
する。
【００２６】アレイ振動子を超音波診断と骨評価で兼用
でき、よって既存の超音波探触子及び送受信回路をその
まま利用することもできる。
【００２７】望ましくは、前記骨評価用の送信部分は前
記アレイ振動子の一方端部に設定された送波用振動素子
グループで構成され、前記骨評価用の受信部分は前記ア
レイ振動子の他方端部に設定された受波用振動素子グル
ープで構成される。各グループはそれぞれ送信開口及び
受信開口を構成するものであり、送信開口を利用して送
波用の超音波ビームが形成され、受波開口を利用して受
波用の超音波ビームが形成される。計測条件に応じて、
開口の位置や大きさを調整できるように構成してもよ
い。
【００２８】望ましくは、前記送波用振動素子グループ
を用いて前記他方端部側に傾斜した送波用の超音波ビー
ムが形成され、前記受波相振動素子グループを用いて前
記一方端部側に傾斜した受波用の超音波ビームが形成さ
れる。
【００２９】（３）また、上記目的を達成するために、
本発明は、骨を含む生体組織に当接され、超音波画像形
成用の複数の振動素子からなるアレイ振動子と、骨評価
用の送波素子及び受波素子とを含み、超音波の送受波を
行う超音波探触子と、前記超音波探触子における超音波
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の送受波を制御する手段であって、超音波画像形成時に
は前記アレイ振動子に超音波の送受波を行わせ、骨評価
時には前記送波素子及び受波素子間で超音波の送受波を
行わせる送受波制御手段と、前記アレイ振動子から出力
された第１受信信号に基づいて、前記生体組織を表す超
音波画像を形成する画像形成手段と、前記受波素子から
出力された第２受信信号に基づいて、骨評価値を演算す
る骨評価手段と、を含むことを特徴とする。
【００３０】上記構成によれば、超音波診断用のアレイ
振動子とは別に、骨評価用の送波素子及び受波素子が設
けられているため、それぞれの計測を専用の素子を利用
して精度良く行える。
【００３１】望ましくは、前記送波素子及び前記受波素
子は、互いに斜めに対向する向きで設けられる。望まし
くは、前記送波素子及び前記受波素子は前記アレイ振動
子を挟んでその両側に設けられる。望ましくは、前記ア
レイ振動子には少なくとも１つの欠落部が形成され、前
記欠落部には前記送波素子及び前記受波素子の少なくと
も一方が配置される。
【００３２】（４）また、上記目的を達成するために、
本発明は、生体組織内の骨の縦断面に相当する第１断層
画像を形成するための第１送受波を実行する縦型アレイ
振動子と、前記骨の横断面に相当する第２断層画像を形
成するための第２送受波を実行する横型アレイ振動子
と、を含む超音波探触子と、前記第１送受波より取得さ
れた第１受信信号に基づいて、前記骨の縦断面に相当す
る第１断層画像を形成する第１画像形成手段と、前記第
２送受波により取得された第２受信信号に基づいて、前
記骨の横断面に相当する第２断層画像を形成する第２画
像形成手段と、前記第１断層画像及び前記第２断層画像
を表示する表示手段と、を含むことを特徴とする。
【００３３】上記構成によれば、第１断層画像及び第２
断層画像の観察により、超音波探触子の当接位置や当接
姿勢を調整でき、より正確に計測位置の位置決めを行え
る。よって、例えば、そのような高精度の位置決めの
下、骨評価計測を行えば、骨評価精度を極めて向上する
ことができる。
【００３４】望ましくは、前記縦型アレイ振動子を利用
して骨中の超音波の音速を計測するための第３送受波が
実行され、前記第３送受波により取得された第３受信信
号に基づいて、骨評価値を演算する骨評価手段が設けら
れる。
【００３５】上記構成において、縦型アレイ振動子は骨
の伸長方向に沿って設けられるものであり、当該方向に
沿って皮質骨の音速が計測される。
【００３６】（５）また、上記目的を達成するために、
本発明は、骨を含む生体組織に当接され、超音波の送受
波を行う超音波探触子と、前記超音波探触子における超
音波の送受波を制御する手段であって、画像形成用の第
１送受波及び骨評価用の第２送受波を選択的に又は同時
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に実行させる送受波制御手段と、前記第１送受波により
取得された第１受信信号に基づいて、前記生体組織を表
す超音波画像を形成する画像形成手段と、前記第２送受
波により取得された第２受信信号に基づいて、骨評価値
を演算する骨評価手段と、前記超音波画像及び前記骨評
価値を表示する表示器と、を含み、前記超音波画像上に
骨評価のための基準位置を表すマーカーを合成表示する
手段が設けられたことを特徴とする。
【００３７】上記構成によれば、超音波画像上のマーカ
ーを目安として、計測部位の位置決めを行えるので、良
好な再現性を得ることができる。
【００３８】（６）また、上記目的を達成するために、
本発明は、骨を含む生体組織に当接され、超音波の送受
波を行う超音波探触子と、前記超音波探触子における超
音波の送受波を制御する手段であって、画像形成用の第
１送受波及び骨評価用の第２送受波を選択的に又は同時
に実行させる送受波制御手段と、前記第１送受波により
取得された第１受信信号に基づいて、前記生体組織を表
す超音波画像を形成する画像形成手段と、前記第２送受
波により取得された第２受信信号に基づいて、骨評価値
を演算する骨評価手段と、前記超音波画像及び前記骨評
価値を表示する表示器と、を含み、前記超音波画像上で
骨の計測範囲を設定する手段が設けられ、前記設定され
た骨の計測範囲に従って前記第２送受波が制御され、あ
るいは、前記骨評価値の演算が遂行されることを特徴と
する。
【００３９】上記構成によれば、ユーザー設定されるあ
るいは自動設定される計測範囲に応じて、例えば、超音
波の送受波条件が適合化され、あるいは、受信信号の処
理条件が適合化される。
【００４０】（７）また、上記目的を達成するために、
本発明は、骨を含む生体組織に当接され、三次元領域に
対する超音波の送受波を行う超音波探触子と、前記超音
波探触子における超音波の送受波を制御する手段であっ
て、画像形成用の第１送受波及び骨評価用の第２送受波
を選択的に又は同時に実行させる送受波制御手段と、前
記第１送受波により取得された第１受信信号に基づい
て、前記三次元領域内の生体組織を表す超音波画像を形
成する画像形成手段と、前記第２送受波により取得され
た第２受信信号に基づいて、骨評価値を演算する骨評価
手段と、前記超音波画像上で骨の二次元計測範囲を設定
するための手段と、を含み、前記設定された二次元計測
範囲に従って前記第２送受波が制御され、あるいは、前
記骨評価値の演算が遂行されることを特徴とする。
【００４１】上記構成によれば、三次元領域内の組織が
超音波画像として表現されるため、その超音波画像を利
用して、二次元計測範囲の設定を行うことができ、例え
ば、骨評価値の分布表示などを実現することができる。
【００４２】望ましくは、前記超音波探触子を生体組織
に固定するための固定機構を含む。望ましくは、前記骨
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評価手段は前記二次元計測範囲内の各計測ラインごとに
骨評価値を演算し、前記各計測ラインごとの骨評価値を
グラフ表示する手段が設けられる。
【００４３】（８）また、上記目的を達成するために、
本発明は、骨を含む生体組織に当接され、超音波の送受
波を行う超音波探触子と、前記超音波探触子における超
音波の送受波を制御する手段であって、画像形成用の第
１送受波及び骨評価用の第２送受波を選択的に又は同時
に実行させる送受波制御手段と、前記第１送受波により
取得された第１受信信号に基づいて、前記生体組織を表
す超音波画像を形成する画像形成手段と、前記第２送受
波により取得された第２受信信号に基づいて、骨評価値
を演算する骨評価手段と、前記超音波画像に含まれる骨
領域を抽出する手段と、前記骨領域に基づいて骨評価値
の計測範囲を設定する手段と、を含むことを特徴とす
る。
【００４４】上記構成によれば、骨領域を自動認識して
計測部位を決定できるので、操作の煩雑さを軽減し、ま
た良好な再現性を得ることができる。
【００４５】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施形態を
図面に基づいて説明する。
【００４６】図１には、本発明に係る超音波診断装置の
好適な実施形態が示されており、図１はその全体構成を
示す概念図である。
【００４７】図１に示す超音波診断装置は、超音波診断
機能と骨評価機能とを有している。この超音波診断装置
は、大別して、装置本体１０と超音波探触子としてのプ
ローブ１２とで構成される。
【００４８】プローブ１２は、本実施形態においていわ
ゆるリニアプローブであり、その内部には、複数の振動
素子からなるアレイ振動子２２が設けられている。アレ
イ振動子２２の被検者側には、１又は複数の音響整合層
２４と音響レンズ２６とが設けられている。音響レンズ
２６の被検者側の面は送受波面を構成している。一方、
アレイ振動子２２の背面側には不要超音波を吸収するバ
ッキング層２８が設けられている。このようなプローブ
１２の構造は従来のプローブと同様である。
【００４９】生体組織１４は例えば人体の腕部分であ
り、その生体組織１４の内部には骨１６が存在してい
る。例えばこの骨１６は、腕の橈骨あるいは尺骨であ
る。その骨１６は、一般に、外側の皮質骨２０とその内
部に存在する海綿骨１８とで構成される。超音波画像を
表示する場合には、アレイ振動子２２に対する電子リニ
アスキャンが実行され、これにより超音波ビーム３０が
アレイ振動子２２のアレイ方向に沿って平行移動する。
これによって二次元の矩形の走査面が形成され、その走
査面に対応したＢモード画像が形成される。一方、その
ようなＢモード画像を観察しながらプローブ１２の位置
決めを行って、超音波ビーム３０が骨１６の中心軸を横
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切るような適当な計測状態が構築されたならば、その状
態で、アレイ振動子２２の一方端部分２２Ｆと他方端部
分２２Ｒとが利用され、それらの間で超音波パルスの送
受波が行われる。具体的には、一方端部分２２Ｆを構成
する１又は複数の振動素子から超音波パルスが放射さ
れ、それが骨１６内の特に皮質骨２０内を伝搬し、その
皮質骨２０から放出された超音波３２が他方端部分２２
Ｒを構成する１又は複数の振動素子にて受波される。こ
のような超音波の送受波に係る時間をタイマー計測する
ことによって既知の伝搬距離から皮質骨２０内における
超音波の音速を容易に演算することができる。そして、
その音速が骨評価値となる。
【００５０】ちなみに、一方端部分２２Ｆ及び他方端部
分２２Ｒが複数の振動素子にて構成される場合には、い
わゆる電子フォーカス技術が適用され、これにより送信
ビーム及び受信ビームが電子的に形成される。これに関
しては後に図３を用いて説明する。なお、図２には、図
１に示したプローブ１２の斜視図が示されている。この
図２に示すプローブ１２は、送受波面５４が湾曲して体
表面に沿って緩やかな凹面型をなしている。その曲率は
アレイ方向に沿って均一である。
【００５１】図１において、送信部３４は、アレイ振動
子２２を構成する各振動素子に対して送信信号を供給す
る回路である。各振動素子に供給する送信信号の位相あ
るいはタイミングを調整することにより、送信ビームを
形成することができ、また送信ビームの方位を自在に設
定することができる。受信部３６は複数の振動素子から
出力される受信信号に対して整相加算を実行し、これに
より受信ビームを電子的に形成する回路である。整相加
算により合成された受信信号は本実施形態において骨評
価部４０及び断層像処理部４４に出力されている。
【００５２】本実施形態において、送信部３４及び受信
部３６の両者が超音波診断と骨評価の双方で兼用されて
おり、これによって装置コストを極めて低減することが
できる。もちろん、超音波診断用の第１送受波における
超音波の周波数や音響的なパワーと、骨評価のための第
２送受波における周波数や音響パワーとを互いに異なら
せることも可能である。またバーストパルスを構成する
波数などを各計測条件に応じて適宜設定することもでき
る。
【００５３】制御部３８は、装置本体１０の全体的な動
作を制御しており、特に送信部３４、受信部３６、骨評
価部４０及び断層像処理部４４の制御を行っている。骨
評価部４０は、音速演算部４２を有しており、この音速
演算部４２は骨評価を実行する場合における送波タイミ
ングから受波タイミングまでの期間を計測し、その期間
で既知の伝搬距離を除することにより、皮質骨中の音速
を演算している。ここで、その伝搬距離は一方端部分２
４Ｆから他方端部分２２Ｒまでの距離であってもよい
が、皮質骨への入射点及び皮質骨からの出射点の想定間
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隔を利用するようにしてもよい。この場合においては、
送波ビーム及び受波ビームの傾斜角度や体表面から皮質
骨までの深さなどが考慮される。そのようなパラメータ
は必要に応じてユーザー設定させるようにしてもよい
し、計測部位を入力することにより、計測部位から自動
的にそのようなパラメータを読み取るようにしてもよ
い。
【００５４】いずれにしても、本実施形態においては骨
評価値として音速が演算されており、その音速の大きさ
に応じて骨の健全性を評価することが可能となる。ちな
みに、骨評価値としては、これ以外にも超音波の減衰度
合いや周波数スペクトラムの変化などを利用することも
できる。さらに各種の計測値を組み合わせることによっ
て骨評価値を演算してもよい。
【００５５】断層像処理部４４は、受信信号に基づいて
Ｂモード画像を形成する回路である。表示処理部４６
は、表示器４８に表示される画像を合成する機能を有し
ており、本実施形態においては、断層画像と骨評価値と
を含む画像が合成され、その画像データが表示器４８に
出力されている。その表示例については後に図４を用い
て説明する。
【００５６】制御部３８には入力操作パネル５０が接続
されており、その入力操作パネル５０を利用して各種の
パラメータ設定や動作条件の設定を行うことができる。
スイッチ５２はフットスイッチあるいはプローブ１２に
設けられるスイッチであり、そのようなスイッチを利用
して例えば計測モードの切換えを行うことができる。特
に、本実施形態においては、このスイッチ５２を操作す
ることにより骨評価計測を開始させることができる。
【００５７】図３には、骨評価時における送波ビーム及
び受波ビームの形成原理が示されている。一方端部分２
２Ｆは複数の振動素子で構成され、その部分がいわゆる
送信開口を形成している。それを構成する各振動素子に
対して所定の遅延時間をもった送信信号を供給すること
により、超音波の位相が合成されて送波ビームが形成さ
れる。これと同様に、他方端部分２２Ｒも複数の振動素
子により構成され、それが受信開口として機能する。各
振動素子から出力される受信信号に対して所定の遅延時
間を設定し、さらにそれらを合成することにより仮想的
に受信ビームが形成される。その送波ビーム及び受波ビ
ームは骨１６の中心軸に対して一定角度だけ傾斜して設
定されており、すなわち骨への超音波の入射がより円滑
になるように送波ビームが傾けて設定され、また骨１６
からの超音波の成分をより効果的に受波できるように受
波ビームが傾けて設定されている。骨１６上における超
音波の入射点及び出射点は必要に応じて可変設定するこ
ともできる。
【００５８】図４には、図１に示した表示器４８の表示
例が示されている。図４に示す例では、Ｂモード画像と
しての断層像５６が表示されており、ここにおいて符号
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６０は軟組織の画像部分を表し、符号６２は骨あるいは
それより深部側の部分を表している。骨と軟組織との間
における大きな音響インピーダンスの差により、断層像
５６上においては骨表面ライン６２Ａが高輝度に表現さ
れる。断層像５６の近傍には音速の表示５８がなされ、
その音速の表示５８により骨評価を行うことができる。
【００５９】したがって、例えば、図５に示すように、
骨１６に対する走査面Ｓの位置をプローブ１２の当接位
置や当接姿勢を適宜調整することにより可変し、その場
合において図４に示す断層像５６における骨表面ライン
６２Ａの高さすなわち体表面から骨表面ライン６２Ａま
での距離Ｄを観察することにより、そのＤが最も小さく
なった状態として、走査面Ｓが骨１６の縦断面に相当す
ることを認識することができる。その状態で骨評価を行
えば、骨評価精度を向上可能である。
【００６０】以上のように、本実施形態に係る超音波診
断装置によれば、超音波診断によって断層像を画面表示
し、その断層像を観察して骨評価部位を適切に位置決め
できるため、骨評価の精度を向上できると共に計測の再
現性を向上できるという利点がある。さらに、単一の装
置上において超音波診断と骨評価とを行えるため、装置
のコストを低減できると共に、計測時間も削減すること
ができる。
【００６１】図６には、図１に示した実施形態の動作が
フローチャートとして示されている。Ｓ１０１では、プ
ローブ１２において超音波ビームの走査が実行され、そ
れに伴って表示器４８上に断層像が表示される。その状
態においてプローブの当接位置や当接姿勢が調整され、
所望の計測状態が構築されたならば、例えばスイッチ５
２を操作することにより、処理がＳ１０２からＳ１０３
へ以降し、超音波ビーム３０のスキャンが停止されると
共に、断層像がフリーズされる。すなわち図４に示した
断層像５６の状態がそのまま固定される。
【００６２】Ｓ１０４では、上述した骨評価用の送受波
が実行され、Ｓ１０５では骨評価部４０により評価値と
しての音速が演算される。そして、それが表示画面上に
表示されることになる。Ｓ１０６では以上の各動作を繰
り返し実行するか否かが判断されている。
【００６３】図６に示す動作例では超音波診断の後に骨
評価用の計測が実行されていたが、それらを交互に行う
こともでき、また２周波数などを利用することによって
それらを同時に実現することも可能である。例えばいわ
ゆる時分割処理を利用して２つの計測を交互に行う場合
には、図７に示すように、まず断層像を形成するための
超音波ビーム＃１が形成され、その次に骨評価用の送受
波＃２が実行され、次に断層像用の超音波ビーム＃３が
形成され、さらに骨評価用の送受波＃４が実行され、と
いうように各送受波が交互に実行され、これが繰り返さ
れる。このような送受波制御によれば、リアルタイムで
超音波画像を観察しながら骨評価を行うことができると
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いう利点がある。もちろん、図７に示す送受波制御は一
例であって、例えば超音波ビームを１スキャンした後に
骨評価計測を１回実行し、それをワンセットとして繰り
返すようにしてもよい。あるいは、他のパターンでそれ
らの送受波を切り換えるようにしてもよい。また、２周
波数を利用する場合には、受信部に弁別回路が設けられ
る。
【００６４】図８には、他の実施形態に係る超音波診断
装置の全体構成がブロック図として示されている。図９
には、当該超音波診断装置に設けられるプローブ６６の
模式的な外観が斜視図として示されている。
【００６５】図８において、この超音波診断装置は装置
本体６４とプローブ６６とで構成される。プローブ６６
は、第１アレイ振動子６８及び第２アレイ振動子７０を
有している。第１アレイ振動子６８は骨の縦断面を計測
するためのものであり、第２アレイ振動子７０は骨の横
断面を計測するためのものである。またプローブ６６に
は骨評価計測の開始を指示するためのスイッチ７２が設
けられている。
【００６６】図９を参照しながら、さらにプローブ６６
について説明すると、プローブ６６は、骨１６の伸長方
向に沿って設けられた縦長部分７４とそれに交差する横
長部分７６とで構成されており、縦長部分７４には図８
に示した第１アレイ振動子６８が設けられ、横長部分７
６には図８に示した第２アレイ振動子７０が設けられ
る。また、スイッチ７２が縦長部分７４の先端部近傍に
設けられ、縦長部分７４の基端部からケーブルが引き出
されている。ちなみに、図１０にはプローブ６６の送受
波面から見た構造が示されており、縦長部分７４と横長
部分７６は十字型をなしており、これに伴って、第１ア
レイ振動子６８と第２アレイ振動子７０も十字にクロス
している。そのクロスポイントにおいては本実施形態で
は第１アレイ振動子６８の中央部分が切り欠かれ、その
部分を第２アレイ振動子７０が貫通しているが、このク
ロス部分の処理については他の構成を採用することもで
きる。
【００６７】図８に戻って、装置本体６４には第１送信
部７８及び第２送信部８０が設けられている。第１送信
部７８は第１アレイ振動子６８に対して送信信号を供給
する回路であり、第２送信部８０は第２アレイ振動子７
０に対して送信信号を供給する回路である。また、装置
本体６４には第１受信部８２及び第２受信部８４が設け
られており、第１受信部８２には第１アレイ振動子６８
からの受信信号が入力され、第２受信部８４には第２ア
レイ振動子７０からの受信信号が入力されている。制御
部３８は、装置本体６４内の各回路の動作を制御するも
のである。
【００６８】この実施形態においては、第１受信部８２
の後段に第１断層像処理部８８が接続され、第２受信部
８４の後段に第２断層像処理部９０が接続されている。
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それぞれの断層像処理部８８，９０によりＢモード断層
画像が形成され、それらの断層画像の画像データは表示
処理部４６を介して表示器４８に出力されている。
【００６９】一方、第１受信部８２の後段には骨評価部
も接続されている。この骨評価部４０は図１に示した骨
評価部４０と同じものである。図１１には、表示器４８
に表示される画像の一例が示されており、この実施形態
においては第１アレイ振動子６８に対応した第１断層像
１００と第２アレイ振動子７０に対応して第２断層像１
０２とが並列的に表示されている。すなわち、第１断層
像１００は骨の縦断面に相当するものであり、第２断層
像１０２は骨の横断面に相当するものである。更にそれ
らの断層像１００，１０２と共に骨評価値を表す表示１
０３も含まれている。
【００７０】上記の実施形態によれば、縦断面及び横断
面の観察により、骨の評価部位の位置決めをより的確に
行うことができるという利点がある。
【００７１】図１２には、更に他の実施形態に係る超音
波診断装置の全体構成がブロック図として示されてい
る。
【００７２】図１２に示す超音波診断装置は、装置本体
１０４とプローブ１０６とで構成されるものである。こ
こで、プローブ１０６の構成例が図１３及び図１４に示
されている。
【００７３】このプローブ１０６はアレイ振動子２２
と、送波素子１０８及び受波素子１１０とを含むもので
ある。アレイ振動子２２は超音波画像を形成するために
のみ利用されるものであり、送波素子１０８及び受波素
子１１０は骨評価値の計測を行う場合にのみ利用される
ものである。
【００７４】具体的には、図１３に示すように、アレイ
振動子２２の長手方向の両端側に送波素子１０８及び受
波素子１１０が斜め向きで配置されている。このように
それぞれ専用の送受波手段を設ければ、それぞれの計測
をより的確に行えるという利点がある。ここで、送波素
子１０８及び受波素子１１０はアレイ振動子２２を構成
する各振動素子よりも大きな単振動子で構成されるもの
であり、このような振動子によれば、送波パワーの増大
及び受信感度の向上を図ることができる。
【００７５】図１４に示す構成例では、アレイ振動子１
１６の一部分に切欠部１１６Ａが形成されており、その
切欠部１１６Ａ内に送波素子１０８が設けられている。
受波素子１１０については図１３に示した構成と同じで
ある。
【００７６】図１２に戻って、装置本体１０４において
は、骨評価用送信部１１２が送波素子１０８に対して送
信信号を供給しており、また受波素子１１０からの受信
信号が骨評価用受信部１１４に入力されている。アレイ
振動子２２には断層像用送信部３４及び断層像用受信部
３６が接続されている。
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【００７７】断層像用受信部３６から出力される受信信
号は断層像処理部４４に入力され、その断層像処理部４
４により上述同様にＢモード画像が形成される。一方、
骨評価用受信部１１４から出力される受信信号は骨評価
部４０に入力され、上述同様に骨評価値としての音速が
演算される。それ以外の構成については図１に示したも
のと基本的に同様である。
【００７８】次に、図１４に示すようにプローブを当接
した時の表示例を図１５に示す。この実施形態において
は、表示処理部４６の作用により、断層像１２３内にガ
イドライン１２０Ａが表示される。このガイドライン１
２０Ａは図１４に示すように、アレイ振動子１１６にお
ける特定の位置１２０を表すものである。すなわち、骨
表面ライン１２６上において、特定の関節部などを表す
特有形状１２６Ａにガイドライン１２０Ａが合うように
プローブの位置決めを行えば、常に一定の計測部位に対
して骨評価を行えるという利点がある。具体的には、図
１４において、アレイ振動子１１６における特定位置１
２０が常に関節部１２２の所望の位置に位置決めされ、
その結果、その関節部１２２を基準として送波素子１０
８及び受波素子１１０による骨評価範囲を常に一定にす
ることが可能となる。これに測定の再現性を極めて良好
にできるという利点がある。また、この表示例にあって
も、骨評価値としての音速の表示１２４がなされてい
る。もちろん、ガイドライン１２０Ａに代えて他のマー
カーを表示させることもでき、また上記実施形態では特
有の形態をもった関節部を目安としたが、他の部位を位
置決め用の対象とするようにしてもよい。
【００７９】図１６には更に他の実施形態に係る超音波
診断装置の全体構成がブロック図として示されている。
【００８０】この超音波診断装置は、装置本体１３０と
３Ｄプローブ１３２とで構成される。３Ｄプローブ１３
２はいわゆる三次元エコーデータ取込用超音波探触子で
あり、アレイ振動子１３６を有する振動子ユニット１３
４と、その振動子ユニット１３４を機械的に運動させる
機械走査機構１３８とを含むものである。機械走査機構
１３８は、駆動源としてのモータ１４０と、そのモータ
１４０による駆動力を振動子ユニット１３４の機械走査
運動に転換する機構１４２と、モータ１４０の回転角度
を検出するエンコーダ１４３と、で構成される。
【００８１】すなわち、アレイ振動子１３６上における
超音波ビームの電子走査により走査面が形成され、その
走査面をそれと直交する方向に機械的に運動させること
により後述する三次元エコーデータ取込空間を形成する
ことができる。よって、その空間内存在にする組織の投
影像や立体的な三次元画像を形成することができる。
【００８２】装置本体１３０において、走査制御部１４
４は、機械走査機構１３８による機械走査を制御する手
段である。その走査制御部１４４は、装置全体の制御を
司る主制御部１４６によって制御されている。
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【００８３】アレイ振動子１３６には送信部３４及び受
信部３６が接続されている。受信部３６には骨評価部４
０が接続され、また画像処理部１４７が接続されてい
る。骨評価部４０は骨評価値としての音速を演算する機
能を有している。画像処理部１４７は例えば特開平１０
－３３５３８号公報に記載された画像処理手法などによ
って三次元エコーデータ取込空間内の組織の三次元投影
像を形成する手段である。もちろん、他の投影像や積算
画像を形成するものであってもよい。上記のように形成
された画像は表示処理部４６を介して表示器５８に表示
される。
【００８４】図１７には３Ｄプローブ１３２の模式的な
外観図が斜視図として示されている。この実施形態にお
いては、グリップ１５２が形成された台座１４８上に被
検組織としての腕が載せられ、固定機構１５０によって
腕１４９の上に３Ｄプローブ１３２が固定される。ここ
で、固定機構１５０は２つの支柱１５４及びそれらの間
に設けられた支持板１５６とを含み、その支持板１５６
に３Ｄプローブ１３２が固定されている。
【００８５】この図１７に示すような状態において、３
Ｄプローブ１３２内において、図示されていないアレイ
振動子において電子走査が繰り返し実行されつつ、それ
を備えた振動子ユニット１３４が機械的に走査される。
【００８６】その結果、図１８に示すような三次元エコ
ーデータ取込空間Ｖが形成される。この空間Ｖは超音波
ビーム３０の電子走査によって形成されるＳをさらにそ
れに直交する方向に運動させた空間として観念されるも
のである。このような場合において、走査面Ｓ内におい
て骨評価用の計測が実行され、すなわちアレイ振動子１
３６の一方端部及び他方端部を利用して超音波パルスの
送受波３２が行われる。したがって、骨の複数の部位に
おいて音速が演算されることになる。
【００８７】ちなみに、図１８において、符号１５８は
三次元エコーデータ取込空間Ｖの投影面を表しており、
符号１６０は投影像を示している。
【００８８】図１９には、図１６に示した表示器５８に
おける表示例が示されている。符号１６０は図１８に示
した投影像に相当しており、この例では腕の橈骨１９０
及び尺骨１９２を３Ｄプローブ１３２から透視した状態
が表現されている。
【００８９】本実施形態においては、図１６に示す入力
操作パネル５０を利用して、計測を行う範囲を設定可能
である。具体的には、例えばライン１９４の設定によ
り、一次元の計測範囲を設定した場合には、当該ライン
上における走査面上において骨評価のための送受波が実
行され、その結果が表示されることになる。一方、符号
１９６で示すように、二次元の計測範囲を設定したなら
ば、その計測範囲上において複数の音速が計測され、そ
れが例えば符号１８０で示すように分布表示されること
になる。この例ではＡ～Ａ’までの一定幅における音速*
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*の分布がグラフとして表示されている。よってこのよう
なグラフを利用して骨のより詳細な分析を行うことが可
能となる。
【００９０】さらに、本実施形態においては、そのよう
な二次元計測範囲内における最大音速１８２、最小音速
１８４及び平均音速１８６が演算され、それらが数値と
して表示されており、かかる数値情報によっても骨の総
合診断を行うことが可能となる。
【００９１】さらに、投影像１６０において、骨１９
０，１９２の輪郭をエッジ検出などの手法を利用して抽
出し、それにより抽出された画像を二値化処理し、その
二値化画像上において自動的に音速の計測範囲を設定さ
せることも可能である。
【００９２】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
超音波診断機能と骨評価機能とを併せ持つ複合装置を実
現できる。また、本発明によれば、特に骨評価精度を向
上できるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明に係る超音波診断装置の全体構成を示
す概念図である。
【図２】  プローブの斜視図である。
【図３】  送信ビーム及び受信ビームを示す説明図であ
る。
【図４】  表示例を示す図である。
【図５】  当接位置及び当接姿勢の調整を説明するため
の図である。
【図６】  図１に示す装置の動作を示すフローチャート
である。
【図７】  時分割による送受波制御を説明するための図
である。
【図８】  他の実施形態に係る超音波診断装置の全体構
成を示すブロック図である。
【図９】  図８に示す超音波診断装置のプローブの斜視
図である。
【図１０】  図９に示すプローブにおける２つアレイ振
動子の配置関係を示す図である。
【図１１】  図８に示す超音波診断装置における表示例
を示す図である。
【図１２】  他の実施形態に係る超音波診断装置の全体
構成を示す図である。
【図１３】  図１２に示す超音波診断装置におけるプロ
ーブの模式的な断面図である。
【図１４】  図１２に示す超音波診断装置のプローブの
他の構成例を示す模式的な断面図である。
【図１５】  ガイドラインを含む断層像を説明するため
の図である。
【図１６】  他の実施形態に係る超音波診断装置の全体
構成を示すブロック図である。
【図１７】  ３Ｄプローブの固定方法を説明するための
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図である。
【図１８】  三次元エコーデータ取込空間の概念を示す
図である。
【図１９】  図１６に示す超音波診断装置における表示
例を示す図である。 *
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*【符号の説明】
１０  装置本体、１２  プローブ、１４  生体組織、１
６  骨、２２  アレイ振動子、３４  送信部、３６  受
信部、４０  骨評価部、４２  音速演算部、４４  断層
像処理部、４８  表示器。

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図１３】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図９】
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【図８】 【図１０】

【図１１】 【図１５】
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【図１２】

【図１４】
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【図１６】

【図１７】
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